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２０２５年度定時総会のお知らせ 
 

2025 年度の定時総会を次のとおり開催いたします。 

 

日時：2026 年 5 月 14 日（木）午後 6 時 30 分～ 

場所：ひと・まち交流館京都 第１会議室 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1 

(河原町通五条下る東側)  TEL：075-354-8711 

 

詳細は、今後会員メールでお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

京都市分譲マンション管理セミナーが開催されました。 

 

 ２月２8 日（土）午後１時３０分から午後３時３０分、ひと・まち交流館京都 地下１

階 ワークショップルームにて、「京都市主催 令和 7 年度 分譲マンション管理セミナ

ー」が開催されました。 

 

 セミナーは、「区分所有法約 20 年ぶりの大改正／管理組合が今知っておくべきこと（法

改正と標準管理規約改正を解説！）」をテーマに、令和８年４月の改正法施行を前に、管理

組合が今知っておくべきポイントが解説されました。 
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セミナーの対象者は、 

・管理規約を改定しないといけないが、進め方が分からない管理組合の役員 

・法改正によってマンション管理がどのように変わるのか知りたい区分所有者 

・管理組合で改正法や改正標準管理規約を説明しないといけない管理業務に携わる方など 

で、約 90 名が参加しました。 

 

 講師は、①を小林会員、②を榊原会員が務めました。 

① マンション関係法改正の背景とポイント 

② マンション標準管理規約改正の解説 

 

当日は、「非常に興味深い内容や日頃の経験からの話しなど、参加者とって得るものが大

きかった。」、「１時間４０分という時間が、非常に短いものに感じられた」。と言った感想

が寄せられました。 

 

このセミナーの動画が、京安心すまいセンターの「京すまいの情報ひろば」で配信され

ていますので、未参加の会員は是非視聴ください。        ↓ 

https://miyakoanshinsumai.com/column/column-32865/ 

 

なお、今後、７月に同様のテーマでセミナーの開催が予定されています。 

 

実務研修会を開催しました。 

１月度の実務研修会 

１月２２日（木）午後６時３０分～８時、ひと・まち交流館京都第３会議室において、

実務研修会及び研修委員会が参加者４人で開催されました。 

実務研修会のテーマは「京都市分譲マンション管理セミナーの摸擬講演」でした。 

２月度の実務研修会 

２月１９日（木）午後６時３０分～８時２０分、ひと・まち交流館京都第１会議室にお

いて、実務研修会及び研修委員会が参加者６人で開催されました。 

実務研修会のテーマは「京都市分譲マンション管理セミナーの摸擬講演」の２回目でし

た。 
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３月度の実務研修会 

３月２６日(木) 午後６時３０分～７時４５

分、ひと・まち交流館京都 第 1 会議室におい

て、実務研修会及び研修委員会が参加者７人で

開催されました。 

実務研修会のテーマは「京都府マンション管

理士会Webサイトの更新・操作方法について」

でした。 

研修会は、小林広報委員長が ZOOM によるオンラインも併用して解説されました。 

 

分譲マンション管理計画認定制度の認定基準見直し  

スケジュールについて 

 

区分所有法・標準管理規約の改正を受けて、マンション管理計画認定制度の認定基準の

見直しが行われます。見直しスケジュールは次の表のとおりとなっており、４月からパブ

リックコメントが開始されます。 
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令和７年度マンション管理士試験の結果について 

令和 7 年１１月３０日（日）に実施されたマンション管理士試験は、受験者数 10,984 人、

合格者数 1,210 人（昨年 1,389 人）、合格率 11.0%（昨年 12.7%）でした。 

受験者と合格者の年齢別構成割合は次のとおりでした。 

30 歳未満 受験者数    959 人（8.7%） 合格者数 131 人（13.7%） 

30 歳代        1,383 人（12.6%）     192 人（15.9%） 

40 歳代        2,262 人（20.6%）      271 人（22.4%） 

50 歳代        3,095 人（28.2%）      346 人（28.6%） 

60 歳以上       3,285 人（28.9%）     270 人（22.3%） 

 

合格者の平均年齢は 48.4 歳で、今年も若い層が「マンション管理士に魅力を感じていな

い」という状況は依然変わっていません。 

 

本会も分譲マンションと同じく構成員の高齢化に伴う組織に対する無関心が進んでいま

す。高経年マンションの再生を支援する前に、本会の再生を図らなければならないと思い

ますが、会員各位はどのようにお考えでしょうか。 
 

日管連ニュース 

 

① 2026 年度「認定マンション管理士研修」 

今年度の「認定マンション管理士研修」は、ｅラーニングの受講可能期間が、２０２

６年１０月８日(木) 0:00 ～１７日(土) 23:59 となります。 

また、効果測定は、１０月２１日(水) 午後となります。 

管理計画認定事前確認パターン③・④と予備認定の適合確認者、相談ダイヤル担当者

の受託を希望される方は、認定マンション管理士登録が必要です、また、（一社）日管

連管理組合サポートセンターの会員登録も同様です。 

受講希望者は、今後配信される会員メールで、ご確認ください。 
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② 10 月 15 日（木）に、令和 8 年度 第 18 回全国マン

ション管理士合同研修会 in 大阪大会が開催されます。 

 

③ 適正化診断サービス S 評価基準の改定について 

２０２６ 年４月１日より、以降に依頼のあった診断から適正化診断サービスのＳ評

価基準が改定されました。 

【Ｓ評価基準】 

・変 更 前 :診断点数６０点以上かつ管理計画認定基準１６項目すべてクリア 

・変 更 後 :診断点数６０点以上かつ管理計画認定基準１６項目中１５項目以上クリア 

変更理由:２０２６年４月１日より、住宅金融支援機構のすまい・る債の利率上乗せ制度

が拡充され、適正化診断サービスのＳ評価を取得した管理組合が同制度の対

象となります。国土交通省からは、「すまい・る債の利率上乗せは管理計画認

定の後押しになるようなインセンティブとしたい。そのため、利率上乗せに

なるＳ評価基準は管理計画認定にあと一歩となる基準にしてほしい」との要

望を受けました。そこで、すまい・る債の利率上乗せを希望する管理組合か

らの適正化診断サービス申し込み依頼の拡大に向け、今回の改定に至りまし

た。 

・今回のＳ評価基準改定に伴い、診断レポートの診断結果に、管理計画認定基準の適合

項目数を表記する欄を追加致しました。 

 


